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第１章 

「板橋区産業振興構想 2035」の概要 

１ 「板橋区産業振興構想 2035」のメッセージ 

２ 「板橋区産業振興構想 2035」の全体像 
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  １ 「板橋区産業振興構想 2035」の概要 

「板橋区産業振興構想 2035」は「変革」「連携」「集積」を

基本的な視点とし成長志向の産業育成に取り組みます 

「板橋区産業振興構想

2035」のメッセージ 

「板橋区産業振興構想 2035」は「変革」「連携」「集積」を基本

的な視点とし成長志向の産業育成に取り組んでいきます。 

区が産業振興に関わるプレイヤーのハブとなり連携を強化する

ことで、「新たな発見に出会える、ブランド創造都市」という将

来像を共に実現します。 

「板橋区産業振興構想

2035」の全体像 

「板橋区産業振興構想 2035」は「新たな発見に出会える、ブラ

ンド創造都市」という将来像を実現するために、３つの柱に基づ

き７つの戦略と 15 の施策に取り組みます。 

また、産業成長の原動力となる「板橋重点イノベーション分

野」を設定し、当面は「ヘルスケア」「ドローン」領域のイノベ

ーション創出に注力します。 
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１ 「板橋区産業振興構想 2035」のメッセージ 
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２ 「板橋区産業振興構想 2035」の全体像 

 

 

 



第１章 「板橋区産業振興構想 2035」の概要 

5 

（参考）「板橋区産業振興構想 2035」におけるブランドに関連する用語の定義 

 

  



 

 

 

 

 

 

第２章 

「板橋区産業振興構想 2035」の 

策定背景 

 

１ 「板橋区産業振興構想 2025」の振り返り 

２ 新たな産業振興構想の策定について 
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２ 「板橋区産業振興構想 2035」の策定背景 

区内産業の現況に加え世の潮流を的確に捉え、10年先の変

化に対応できる成長志向の産業振興構想を策定します 

「板橋区産業振興構想

2025」の振り返り 

区は「板橋区産業振興構想 2025」に基づいて事業計画を更新し

ながら、新型コロナウイルスに対する経済対策や、人材確保・育

成支援の強化、「いたばし Pay」の活用の促進、「いたばし産業見

本市」の拡大など、様々な施策に取り組んできました。 

一方で、「板橋区産業振興構想 2025」で掲げた多くの目標が未

達成となっている状況を踏まえて、次期構想では、区内産業の現

況だけではなく世の潮流を的確に捉え、成長志向の産業振興構想

を策定します。 

新たな産業振興構想の

策定について 

社会情勢の大きな変化により区内産業を取り巻く経済環境は先

行きの見通しが不透明な状況にあります。この状況を踏まえ、今

後も長期的に区内産業が発展を続けられるよう、区内産業の現状

と産業振興に係る世の潮流を踏まえた、板橋区の産業振興の指針

となる「板橋区産業振興構想 2035」を策定します。 

「板橋区産業振興構想 2035」は次期基本構想・基本計画・実施

計画との連携・整合を図り、令和８年度を初年度として令和 17

年度までの 10 年間を構想期間とします。 
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１ 「板橋区産業振興構想 2025」の振り返り 

 

（１） 「板橋区産業振興構想 2025」で掲げた目標の達成状況 

 

（２） 「板橋区産業振興構想 2025」の総括 

板橋区は「板橋区産業振興構想 2025」（以下、「前構想」とする）に基づいて事業計画を 

更新しながら、下記に代表される様々な施策に取り組んできました。 

⚫ 新型コロナウイルス感染拡大による経済打撃に対し、中小企業向けの支援策を実施。 

助成金の交付や相談窓口設置等を通じ、経済危機を乗り越え区内産業を維持。 

⚫ これまでの個人への就職支援から、人材確保や育成のための事業者向け支援への注力

に転換し、中長期的な事業継続の促進と区の産業力の底上げを実現。 

⚫ 区の食品ブランド「板橋のいっぴん」のリニューアルのほか、令和４年から「いたばし Pay」

を運営する板橋区商店街振興組合連合会に必要な経費を補助することにより、地域経済

活性化とキャッシュレス決済を推進。 

⚫ 「いたばし産業見本市」は令和６年から区民デーを新たに設け、令和４年に 1,548名※で

あった参加者は 3,169名にまで増加。平成 26年から続く、光学・精密機器分野におけ

る研究者・技術者の団体と事業者が一堂に会する「板橋オプトフォーラム」では、大学との

連携を強化。  

 

一方で、前構想で掲げた多くの目標が未達成となっている状況であり、特に区の主要産業

である工業における付加価値率の低下は、区内産業全体の競争力の低下につながると捉え

ています。これを踏まえ次期構想では、区内産業の現況だけではなく世の潮流を的確に捉え、

成長志向の産業振興構想を策定します。 

※ 出典：「令和５年度主要施策の成果」（板橋区） 
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２ 新たな産業振興構想の策定について 

 

（１）目的 

板橋区では前構想に基づき、約 10年にわたり様々な産業振興施策を推進してきました

が、前項にも記載のとおり達成できていない目標も多く存在します。また、人口減少、地球温

暖化等の世界的な気候変動、脱炭素化、ライフスタイルの変化、原料・資材の高騰、地政学リ

スクの高まり、急速な AI 技術の進展等、社会情勢の大きな変化により、区内産業を取り巻く

経済環境は先行きの見通しが不透明な状況にあります。 

この状況を踏まえ、今後も長期的に区内産業が発展を続けられるよう、区内産業の現状と

産業振興に係る世の潮流を踏まえた、板橋区の産業振興の指針となる「板橋区産業振興構想

2035」（以下、「本構想」とする）を策定します。  

また、各施策に基づく事業計画は本構想では定めず、刻一刻と変化する経済環境に合わ

せ、産業振興の方針・戦略を踏まえながら、その方向性を見据える形で柔軟に事業を実施し

ていきます。 

 

（２）期間 

 令和８年度を始期とし、概ね 10年間の板橋区全体の将来像を描く次期基本構想に合わせ、 

本構想も令和８年度を初年度とし、令和 17年度までの 10年間を構想期間とします。 

 

（３）位置づけ 

 本構想は、板橋区基本構想・次期基本計画・次期実施計画との連携・整合を図り、産業分野の

目標達成をめざす個別計画として位置づけます。 
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第３章 

区内産業と産業を取り巻く環境変化 

 

１ 区内産業の現状 

２ 区内産業を取り巻く世の潮流 

３ 区内産業と環境変化の SWOT分析 
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３ 区内産業と産業を取り巻く環境変化 

区内産業の現状と区内産業を取り巻く世の潮流の両面か

ら、区の強みを伸ばし弱みを克服する戦略を導きました 

区内産業の現状  区内産業は、都内有数の工業集積地でありながら商業・農業を

含む多様な産業が集積、光学・精密機器産業の高い技術力、産業

の伝統を示すストーリー、交通網の充実および物流拠点の多さ、

などを強みとしています。 

 一方で、新規創業者・スタートアップの数、事業者間のつなが

り、人材確保・後継者確保、情報発信、生活の中で産業に触れる

機会、などに課題を抱えています。 

区内産業を取り巻く 

世の潮流 

 産業全体の潮流として、人口減少下で産業成長を促すための、

新たな価値を生み出すためのイノベーション創出と、多様な人材

の確保および中核人材の育成がより不可欠になります。また、デ

ータ活用と脱炭素対応の高度化が進んでいきます。 

 産業ごとに直面している状況は違うものの、光学・精密機器産

業は複数の成長分野に必要な基盤技術であり、今後のさらなる成

長が見込まれます。一方で、需要減少や事業環境の変化に直面す

る産業においてはこれまでとは異なる事業成長の方法が求められ

ます。 

区内産業と環境変化の 

SWOT分析 

 区内産業の強み・弱みと、区内産業を取り巻く世の潮流におけ

る機会と脅威を整理しました。「区内産業の認知度不足」という

弱みと「社会課題解決領域でのイノベーションが競争力の源泉と

して求められている」という機会を掛け合わせて「社会実装を通

じた体感機会の創出」が必要となる等、世の潮流を活用して区内

産業の強みを伸ばし弱みを克服する戦略を導出しました。 
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 １ 区内産業の現状 

 

（１）区内産業の概況 

 

 

  東京 23区内で製造品出荷額等が第２位であり、製造業が板橋区産業をけん引している

ことが分かります 

 

東京 23区内における製造品出荷額等の割合 

出典：「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査」（総務省、経済産業省） 

 

 

板橋区における製造品出荷額等の内訳と上位５業種の東京 23区内における順位 

出典：「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査」（総務省、経済産業省） 

 

①産業構造 

◼ 印刷・同関連業 

23区中第１位 

◼ 業務用機械器具製造業 

23区中第１位 

◼ 食料品製造業 

23区中第２位 

◼ 鉄鋼業 

23区中第２位 

◼ 化学工業 

23区中第３位 
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医療・福祉および商業が雇用を支えており、特に東京 23区内でも医療環境が充実して

います 

医療・福祉および商業で従業者数の４割以上を占めます。また、病床総数が 9,840床と東

京 23区内で１位※を誇り、医療環境が充実しています。 

※出典：「令和 3年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」（東京都）  

 

業種別の区内従業者数の割合 

出典：「令和 3年経済センサス‐活動調査」（経済産業省） 

 

 

東京 23区内における病床総数上位 5区 

出典：「令和 3年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」（東京都）  
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  工業が中核でありつつ多様な産業を有しています 

東京 23区内随一の工業専用地域を持つ、都内有数の工業集積地であり、光学・精密機

器産業、印刷・同関連業、食料品製造業、鉄鋼業、化学工業を中心に、ものづくり企業が集積

している一方、区内全域に商業が広がり、また、都内で貴重な農地を保有している等、多様な

産業が共存しています。 

 

産業の伝統を示す板橋区ならではのストーリーを持っています 

板橋区には、明治時代に建設された国史跡「陸軍板橋火薬製造所跡」があり、光学・精密機

器産業が集積するきっかけとなりました。戦後は火薬製造所跡に理化学研究所板橋分所が設

置されました。そして、仁科芳雄やのちにノーベル物理学賞を受賞する湯川秀樹など、日本の

科学技術をけん引した研究者が研究に従事する日本物理学会の中心地となりました。区内産

業の原点として高い技術力を持つ産業を生み出してきた板橋区ならではのストーリーがあり

ます。 

 

物流に強みを持ち、東京都の内外をつなぐ結節点に位置しています 

区の縦横に幹線道路が走る充実した交通網と、トラックターミナル・大型倉庫・ドローンフィ

ールドを併設した大型物流拠点等、東京都の内外をつなぐ物流の結節点であり、区内事業者

の約半数が、区内で事業を行う一番の強みとして「道路交通の利便性の高さ」※を挙げていま

す。 

※出典：「令和 6年度区内産業主要現況調査」 （板橋区） 

 

 

 

創業者数の割合は低い水準で推移しています 

事業者の総数に占める創業者数の割合は東京都平均に比べ低い水準で推移しており、ま

た東京 23区内におけるスタートアップ創業数のうち板橋区での創業数割合は 1%以下※とな

っています。 

※出典：「東京 23区のスタートアップ企業に関する動向調査（2023年）」（帝国データバンク） 

 

 

 

 

 

 

 

③産業全体の課題 

②  

②産業全体の特徴 

①  
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創業者数割合の推移 

出典：RESAS「創業比率マップ」（内閣府） 

 

 

区内事業者は個別に経営努力をしている一方で、差別化や付加価値を高めるための事業

者間連携は十分ではありません 

 

差別化や付加価値を高めるための外部の企業や機関と 

連携を行っている区内事業者の割合 

 

出典：「令和 6年度区内産業主要現況調査」 （板橋区） 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 区内産業と産業を取り巻く環境変化 

 

 

15 

 

１事業者当たり従業者数は減少傾向にあり、約６割の事業者が人材不足を実感していま

す 

 

区内１事業者あたり従業者数 

出典：「平成 28年・令和 3年経済センサス‐活動調査」（経済産業省） 

 

 

区内事業者の人材の確保状況 

出典：「令和 6年度区内産業主要現況調査」 （板橋区） 
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区内事業者の事業継続・承継において、後継者の確保・育成が最も重要な課題となって

います 

 

区内事業者の事業継続・承継における具体的課題（上位７項目） 

出典：「令和 6年度区内産業主要現況調査」 （板橋区） 

 

区外や区民への、産業に係る情報発信が不足しています 

区内には世界に誇る高い技術力を持つ事業者が多く立地していますが、区内事業者・区民

への認知度は十分ではありません。「いたばし子どもワークショップ」にて子どもからも「自身

の知っている企業が板橋にあることを知らなかった」という意見が寄せられました。また、多く

の中小企業が対外的な情報発信に時間や費用を掛けられず、新たな販路の獲得に課題を感

じています。 

 

（２）産業分野別の状況 

 

 

東京 23区内で随一の工業専用地域を持つ都内有数の工業集積地であり、光学・精密機

器産業と印刷・同関連業が地場産業として発展しています 

東京 23区内で随一の工業専用地域や、全国でも珍しい産業育成型の地区計画を策定し

た工業地域等、豊富な工業系用途地域を有しています。事業所数、従業者数、製造品出荷額

等、付加価値額は減少傾向にあるものの、東京 23区内では常に上位を維持しており、東京

都を代表する工業都市として、工業が区内産業の中核を担っています。 

 特に、光学・精密機器産業と、高度経済成長期に台頭した印刷・同関連業が、区の地場産業

として挙げられます。 

 

 

 

 

 

①工業 

③  
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光学・精密機器産業が高い技術力で区内産業をけん引し「光学の板橋」としてのブラン

ドの確立をめざしてきました 

光学分野は高い技術力を持ち、国内外でトップシェアを誇る事業者も存在します。また、日

本光学会、理化学研究所および宇都宮大学と連携し、光学関連の事業者・団体とのネットワー

クを強化しながら、「光学の板橋」としてのブランドの確立をめざしています。 

他にも、病院等の臨床現場が抱えるニーズと、区内のものづくり企業が持つ技術を結び付

ける「医工連携交流会」の開催等、産・官・学・金連携が進んでいます。 

 

印刷・同関連業も、高い技術力を誇る地場産業として区のブランド強化に貢献してきま

した 

印刷・同関連業も、光学・精密機器産業と並ぶ区の地場産業です。印刷・製本において高い

技術力を持ち、印刷・同関連業の製造品出荷額等は全国トップクラス※を誇ります。 

 その強みを活かし、区は、まちづくりの領域で「絵本のまち板橋」事業を推進し、板橋区なら

ではのブランドとして絵本文化を発信しています。 

※出典：「平成 2４年・平成 28年・令和 3年経済センサス‐活動調査」 （経済産業省） 

 

工業全体の課題として、生活において産業を身近に感じる機会が減少しています 

事業所数の減少による集積力の低下、マンション等の住宅の増加および工業集積が進んだ

時代を知らない定住人口の増加等により、新たな区民や子どもたちの産業との接点が減少し

ており、産業を身近に感じる機会が少なくなっています。 

 

 

 

区内に 85件の商店街がありますが、年々減少傾向にあります 

商店街連合会に加入している商店街は令和６年時点で 44件、全体では令和４年度時点

で 85件と、板橋区全域に多数の商店街が広がっていますが、平成 25年度の 100件から

減少が続いています※。 

※出典：「令和 4年度東京都商店街実態調査」（東京都産業労働局） 

出典：「商店街一覧」（板橋区商店街連合会ホームページ） 

出典：「板橋区産業振興事業計画 2025 」（板橋区） 

 

若い住民ほど商店街の利用は少ない状況にあります 

商店街の利用頻度を年代別にみると、若い年代ほど商店街を利用していない傾向が見ら

れ、特に 10～20代は４人に１人以上が全く利用していない状況です※。 

※出典：「令和 6年度区内産業主要現況調査」 （板橋区） 

 

②商業 

④  
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コロナ禍を経て事業所数は減少しましたが、売上高は増加が続いています 

 

板橋区内の商業の売上高、事業所数推移 

出典：「平成 2４年・平成 28年・令和 3年経済センサス‐活動調査」 （経済産業省） 

 

 

 

 

区内の農地は小規模かつ点在しており農地面積の縮小が続いています 

成増・西台エリアを中心に集積する農地は年々減少傾向にあり、平成 29年に 2,047a存

在していた農地は、令和５年に 1,774aまで減少しました。また、宅地への農地転用が進んだ

結果、10a以上 20a未満ほどの小規模農地が点在している状況にあります※。 

※出典：「平成 29年度、令和 6年度板橋区農業経営実態調査」 

（板橋区、東京都板橋区農業委員会） 

 

農家数も減少傾向にありますが、農業人材の育成を進めています 

平成 2９年度の農家数は 1４３戸でしたが、令和５年度には 127戸まで減少しました。一方

で、区は成増農業体験学校、農業スキル育成講習、農のサポーター制度等により、農業人材

の育成を進めています※。 

※出典：「平成 29年度、令和 6年度板橋区農業経営実態調査」 

（板橋区、東京都板橋区農業委員会） 

 

農業は区民生活に潤いを与えています 

農地・農家が減少する中でも、収穫体験等のにぎわい創出事業は継続して実施し活況を見

せており、また、区民農園の利用率が 100%を維持していることから、区内農業が区民生活

に潤いを与えていることが分かります。 

  

③農業 

⑤  
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２ 区内産業を取り巻く世の潮流 

 

（１）産業共通の潮流 

 

 

人口減少の進展により、高付加価値化へのシフトとイノベーション・エコシステムの形

成が不可欠となります 

 わが国をはじめとした先進諸国における人口減少の進展により、コストカットを追求する

「量」の競争ではなく、高付加価値化による「質」の競争がより重要となります。そのため、新た

な価値を生み出すための、社会課題解決を起点としたイノベーション創出が不可欠となり、イ

ノベーションを創出するための、新技術を活用したスタートアップの育成や、産・官・学・金・ス

タートアップのエコシステム形成、大企業・中堅企業が起点となるオープンイノベーションの促

進等が、産業の成長に必要となります※。 

※出典：「産業構造審議会基軸部会第三次中間整理」 （経済産業省） 

「東京都中小企業振興ビジョン」（東京都産業労働局） 

 

現在、中小企業・小規模事業者は、全国の企業総数のうち 99.7%、従業員数のうち

69.7%、付加価値額のうち 56.0%となり、数だけでなく付加価値においても多くを占めてい

ます。そのため、中小企業・小規模事業者の新事業進出・事業構造転換、研究開発および新

製品・サービス開発への挑戦、中堅企業の研究開発や大規模設備投資等を通じた、中小・中

堅企業における「新しい稼ぎ方」への転換をより推進していく必要があります※。 

また近年、地域経済を牽引する企業の存在も重要視されており、中堅企業の存在やビジネ

スを通じて地域の社会課題解決に取り組みながら収益を確保するローカル・ゼブラ企業が注

目されています。併せて、企業の社会的課題への取り組み成果を「社会的インパクト評価」とし

て可視化し、社会的インパクト評価を資金調達につなげる動きも加速しています。このような

動向を捉え、地域を軸とした産業成長と区民生活の融和に取り組んでいくことも重要です※。 

※出典：「2025年版中小企業白書」 （中小企業庁） 

「経済財政運営と改革の基本方針 202５について」（内閣府） 

 

人手不足の中でイノベーション人材の育成が重要となります 

長期的な人口減少が避けられない中、いかに一人ひとりの生産性を高めるかが産業の成

長においてより重要となります。特に、人手に限界がある中小企業では、労働人材だけではな

く、現場のリーダーとしてイノベーション創出を進める中核人材の育成が急務となります。ま

た、人材を最大限活用するための、性別や年齢を問わない意欲のある人の活躍機会の拡大

や、ジョブ型雇用（労働契約において職務が特定された雇用形態）の推進等の取組が広がっ

ていきます※。 
※出典：「経済財政運営と改革の基本方針 202５について」（内閣府） 

①人口減少社会における産業成長 

⑥  
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デジタルは「導入するもの」ではなく、「経営の土台として使いこなすもの」になりま

す 

デジタルツールを導入することに留まらず、データに基づいて経営体制を変革していくこと

や、データ活用を前提として戦略やビジネスモデルを検討していくことが、企業を経営するうえ

での前提となります※。 

※出典：「産業構造審議会基軸部会第三次中間整理」 （経済産業省） 

「経済財政運営と改革の基本方針 202５について」（内閣府） 

 

脱炭素対応は付加価値ではなく、事業者の規模によらず事業継続の前提となります 

国によってカーボンニュートラルの推進度合には差があるものの、温室効果ガスを多く排出

する製品・サービスの需要は減少していく見込みであり、温室効果ガス排出量の削減が、製

品・サービスの付加価値から、先進国を中心とする市場への参入の前提となります※。 

※出典：「産業構造審議会基軸部会第三次中間整理」 （経済産業省） 

 

（２）各産業の潮流 

 

 

日本の製造業は諸外国と比較し「稼ぐ力」が不足している状況にあります 

「稼ぐ力」とは、単に製品を作り出す力だけではなく、市場の変化に柔軟に対応し、持続的な

成長を実現する力を指します。「稼ぐ力」を持つ事業者は営業利益率が高く、無形固定資産や

研究開発への投資を積極的に行えていますが、米国・EU と比較し、日本はこの水準が低い

状態です。 

出典：「2022年版ものづくり白書」（経済産業省、厚生労働省、文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

②デジタル化と脱炭素対応の高度化 

⑦  

①工業の見通し 

⑧  
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「稼ぐ力」の向上のために事業機会の拡大が求められます 

利益率の向上に向けて、アフターサービスの提供や、サブスクリプション型（月額等の一定

の料金でサービスを購入できる契約形態）のプラットフォームビジネスの展開等、「モノを作っ

て売る」だけではない、ビジネスモデルの変革が求められていきます。特に、AI 技術やセンシ

ング技術（センサーを利用して物理量や音・光・圧力・温度等を計測・判別すること）を持つベ

ンダーやスタートアップとの協業による、工場全体を最適化するための機器間データ収集・標

準化や、中小製造業のビジネスモデル変革が進みます。 

 

新たな価値を生み出す基盤として研究開発が進みます 

世界的に新技術の創出が進む中で、日本においても「Society5.0」（サイバー空間とフィ

ジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人

間中心の社会）※の実現に向けて、産・官・学・金連携等による、ものづくりに関する基盤技術

の研究開発が進みます。 

※出典：「第 6期科学技術・イノベーション基本計画」（内閣府）  

 

 

 

様々な成長市場に求められる基盤技術であり今後の成長が見込まれます 

光学・精密機器産業は、半導体、ロボット、ヘルスケア、宇宙、ドローン、AR/VR （現実世

界にデジタル情報を重ねて表示する技術/仮想の世界に没入して体験できる技術）等、複数の

成長市場において必要な基盤技術であり、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。 

 

取組が進む医工連携領域においても市場の成長が見込まれます 

高齢化の進展によりヘルスケア領域全体で令和 14年まで年平均成長率約 24%で市場

規模が拡大していく見込み※です。 

特に板橋区で取組が進む医工連携領域においては、疾病の予防・診断・治療に効果を発揮

するソフトウェア機能が搭載されたプログラム医療機器はグローバル市場の伸長が著しく、令

和 10年まで年平均成長率約 24～35%で市場規模が拡大していく見込み※となり、ロボット

手術といったデジタル技術と医療機器を融合したヘルステック分野が今後大幅に成長してい

きます。 

※出典：「ヘルスケア分析市場」（FORTUNE BUSINESS INSIGHTS） 

「効果的かつ革新的な医療機器の開発・実用化支援に関する調査」 

     （国立研究開発法人日本医療研究開発機構）   

 

 

 

①ー１：光学・精密機器産業の見通し 

⑨  
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ドローン領域においても大幅な市場の成長が見込まれます 

令和６年度に舟渡地域に竣工した都内最大級の物流拠点である「MFLP・LOGIFRONT 

東京板橋」にドローンの R&D（研究開発）フィールドが併設されましたが、ドローン領域におい

ても、令和 10年度まで 18.6%の高い年平均成長率で市場規模が拡大していきます。 

 

国内におけるドローンビジネスの市場規模予測 

出典：「ドローンビジネス調査報告書 2024」（インプレス総合研究所） 

 

 

 

紙需要が減少する中、ソリューションビジネスへの転換や新技術への注力が求められま

す 

出版、広告業でデジタル化が進み、紙需要は今後も減少する見込みです。また、多品種小

ロットの発注の増加、受注単価の低下が見られ、従来の印刷・同関連業の枠を超えたソリュー

ションビジネスへの転換や特殊印刷等新技術への注力が必要となります。 

 

国内における印刷・同関連業の売上高推移 

出典：「年次別法人企業統計調査（令和５年度）」（財務省） 

 

①ー２：印刷・同関連業の見通し 

⑩  
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人口減少による商圏の縮小に伴い EC（電子商取引）が進展する一方、実店舗はモノを

売るだけではない新たな価値や機能が求められます 

オンラインとオフラインにおける顧客接点を統合した高度なサービスの提供によるシームレ

スな買い物体験が日常となります。店舗は高齢者世帯の見守り拠点、医療・介護や行政等の

様々なサービスの提供拠点等、地域・消費者のニーズに応え、モノを売るだけではない新たな

機能・価値が求められます。 

 

 

 

新たな担い手の確保やスマート農業技術の実装等による効率化が求められます 

わが国の食料自給率が低下する中で農業を持続的に発展させるために、農地の集積・集約

化による農地総量の確保、サービス事業体の育成等、「稼ぐ力」の向上とスマート農業技術の

開発・実装による効率化が求められます。 

 また、他産業に比べて担い手の高齢化・減少が深刻であることから、農業人材の育成が求め

られており、気候変動への対策として、生産安定技術・品種の開発・普及等が推進されていま

す。 

  

③農業の見通し 

⑫  

②商業の見通し 

⑪  
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３ 区内産業と環境変化の SWOT分析 

 

（１）区内産業の現状と環境変化の整理と分析 

区内産業の強み・弱みと産業振興に係る世の潮流における機会・脅威を整理し、どのよ

うな戦略が必要かをクロス SWOT 分析で導出しました 

クロス SWOT分析 



 

 

 

 

  

 

第４章 

2035年に向けた産業振興 

１ 板橋区産業の将来像および 

「板橋重点イノベーション分野」 

２ 将来像達成のための産業振興戦略 

３ 戦略に基づく施策 

４ 各業種の方向性 
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４ 2035年に向けた産業振興 

2035年の将来像「新たな発見に出会える、ブランド創造都

市」の実現に向けた産業振興に取り組みます 

板橋区産業の将来像 

および「板橋重点 

イノベーション分野」 

区は、新たな出会いを通じて多くのイノベーションが創出され

ることで、区の産業ブランドを確立し「板橋区産」「板橋区発」

が付加価値となって産業が成長を続ける循環が出来る、「新たな

発見に出会える、ブランド創造都市」を 2035 年の将来像に掲げ

産業振興に取り組みます。 

また、ブランド創造都市となり、産業の成長と区民生活の質の

向上が循環することをめざします。 

そのために、区が産業振興に関わるプレイヤーのハブとなり連

携を強化していくと共に、イノベーションを加速する原動力とな

る「板橋重点イノベーション分野」を設定します。当面はヘルス

ケアとドローンを本分野としてイノベーション創出に取り組みま

す。 

将来像達成のための 

産業振興戦略 

将来像を実現するために、「時代の変化を乗り越える産業基盤

の強化」「イノベーションを起点とした成長志向の産業育成」「産

業の成長と区民生活の融和」という３つの柱を掲げて、人づくり

やイノベーションの創出、インナーブランディングや社会実装等

の７つの戦略に基づき 15 の施策に取り組んでいきます。 

 

各業種の方向性 工業が中核でありつつ、工業・商業・農業と多様な産業が集積

する板橋区においては、工業を起点とした工・商・農の連携を促

進することで、産業全体の競争力強化と区民生活と産業の融和に

つなげます。 

また、板橋区の主要産業である工業・商業・農業の特徴に基づ

き、各産業の役割と方向性を定めることで、板橋区産業全体の成

長を実現します。 
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１ 板橋区産業の将来像および「板橋重点イノベーション分野」 

 

（１）板橋区産業の将来像 

第 1章より、板橋区は工業を中核としつつ商業・農業も発展してきていること、強みである

光学・精密機器産業は今後さらなる成長が期待できること、また、人口減少社会において産業

を発展させていくためには、事業者間での連携を通じて社会課題解決に通じるイノベーション

の創出が必要であることが分かりました。 これらを踏まえ板橋区は、以下の将来像をめざし

ます。 

  

 

この将来像を実現するためには、所属組織や地域に関わらず、また、区内事業者だけに限

らず、板橋区産業に関わる全てのひとを大事にし、板橋区産業に関わるひとを増やすことが重

要と考えます。 

 また、業種、企業の規模および事業者や支援機関といった属性の垣根を越えた、ひととひと

のつながりが必要不可欠です。 

 板橋区がこれまで取り組んできた人材確保・育成支援やネットワーク機会の提供等を活かし

板橋区産業が発展していくための財産として、 「ひと」と「つながり」を重要視して産業振興に

取り組みます。 
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板橋区産業の将来像（イメージ） 

区内外・業種を問わない事業者・団体・ひと・技術等との新たな出会いを通じて、工業・商業・ 

農業の発展や、区内産業の強みである光学技術等を活かせる成長分野で多くのイノベーション

が創出されていきます。 

 その創出によって、「板橋区はひととひとがつながることで産業が成長しているまちである」

というブランドを確立し、「板橋区産」・「板橋区発」であることが付加価値となっていきます。 

 このように産業が成長を続ける循環ができている状態をつくる「新たな発見に出会える」ブラ

ンド創造都市」をめざします。 
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（２）将来像実現に向けた方向性 

将来像を実現するため、まず土台づくりとして「時代の変化を乗り越える産業基盤の強化」

を行い、さらなる成長志向の産業育成のため、板橋区独自のイノベーションを加速させます。 

  

 

（３）「板橋重点イノベーション分野」の設定 

さらに、戦略的なイノベーション創出を行うため、板橋区では下記の４つの観点をもとに「板

橋重点イノベーション分野」を定めます。本分野を原動力としてイノベーション・エコシステム

の拡大を図るアクションを実施していきます。 
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板橋区では、医療領域の強みとこれまでの医工連携の取組が活かせる「ヘルスケア」分野

と、区内に研究開発フィールドがあり板橋区の物流網の強みを活かせる「ドローン」分野を当

面の「板橋重点イノベーション分野」とします。また、時代の変化に合わせ、2035年までの 10

年間で定期的に本分野を見直します。 
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２ 将来像達成のための産業振興戦略 

 

（１）７つの戦略 

将来像を実現するために３つの柱を掲げて７つの戦略を実行していきます 
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３ 戦略に基づく施策 

 

（１）施策体系 

７つの戦略に紐づく 15の施策に取り組んでいきます 
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（２）施策概要 

 

 

 

 

【背景】 

人口減少社会において産業を成長させるために、オープンイノベーションや産・官・学・金連

携の促進はこれまで以上に必要性が増しています。板橋区においても、事業者・支援機関の

連携促進に取り組んできましたが、さらに事業者・支援機関同士の連携を広げ、深め、区内産

業の課題や必要な取組を面的に把握し、取組を柔軟に見直していく必要があると考えていま

す。 

【目的】 

区内産業の課題や必要な取組を面的に把握して、各取組を連動させることによって、成果

を最大化する。 

【概要】 

板橋区の産業振興に関わる、行政、大学等の研究機関や医療機関、金融機関といった支援

団体と、地場の中小企業、大企業・中堅企業、スタートアップ等の区内事業者が、本構想の将

来像に共感して、主体的かつ組織体として産業振興を進める連携体制へと充実を図ります。

そして、面的に把握した区内産業の課題と産業振興に係る世の潮流を踏まえ、将来像の実現

に向けて必要な取組の設計や、各施策の連携・効果測定等、板橋区における産業振興施策の

見直しや再構築にスピード感を持って実行していきます。 

 

 

 

【背景】 

経済情勢の変化・技術革新により、事業者が抱える経営課題は複雑かつ高度化していま

す。この状況を受け、板橋区は、事業者支援の拡充や、それぞれの支援策が有機的につなが

るコーディネート機能等、支援内容・支援体制の変革が求められていると考えています。 

【目的】 

事業継続支援に留まらず事業成長支援も含めた事業者が抱える多種多様な経営課題を解

決し、経営基盤の維持・強化を図る。 

【概要】 

それぞれの支援機関が行う施策を有機的につなげるコーディネート機能等を強化し、さらに

区内外の支援機関との連携を深めることで、最適かつ包括的な伴走支援を行います。 

 

 

 

戦略１：区内産業を支える産業連携体制の充実 

施策１）産業振興施策の評価・推進体制の構築 

施策２）包括的な伴走支援体制の強化 
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【背景】 

わが国での人口減少・高齢化の進展により、労働人材の確保がさらに難しくなっていく中

で、従来の採用手法では限界があります。また、キャリアプランが多様化し、苦労して採用した

人材がすぐに流出してしまうことも、中小企業の人材不足の深刻化を招いています。 

  一方、都内に立地する板橋区においては、人材確保を進めるうえで居住人口の多さが強み

になると考えています。 

【目的】 

区内事業者の人材不足を解消するために、多様な人材の確保・定着を図る。 

【概要】 

区内の若手人材・地域人材や、女性・高齢者・障がい者・外国人等を含めたこれまで採用で

きていなかった多様な人材の確保を支援します。また、産業全体での適材適所を図ることがで

きる雇用の推進や、採用した人材の定着を促すための支援を行っていきます。 

 

 

 

【背景】 

わが国での人口減少・高齢化の進展により、労働人材の確保がさらに難しくなっていく中

で、従業員一人ひとりの労働生産性を高めるための人材育成がより重要となります。 

  特に、人材不足が深刻な中小企業において、今後求められる、新規事業やイノベーションの

創出を行っていくには、経営者に近い視点で事業を推進することのできる現場のリーダーとな

る中核人材を育成していくことが不可欠です。 

【目的】 

性別・年齢を問わず意欲のある人材が活躍できる環境を整え、現場のリーダーとなる人材

を育成する。 

【概要】 

新規事業やイノベーション創出等の難易度の高い課題に取り組む実践機会の提供を含め、

性別・年齢を問わず意欲のある人材がより活躍し、現場のリーダーとなる中核人材が継続的

に増えていくための人材育成支援を行います。 

 

 

 

 

 

戦略２：事業者の成長を推進する次代を担う人づくり 

施策３）多様な人材の確保・定着支援 

施策４）現場のリーダーとなる中核人材の育成支援 



第４章 2035年に向けた産業振興 

 

 

35 

 

 

 

 

【背景】 

わが国での人口減少・高齢化の進展により、廃業者の増加と後継者の不足は全国的な課

題となっており、創業比率が都平均を下回る板橋区では、新規創業が活発になる仕組が必要

です。 

 また、AI の台頭による DXへの対応やカーボンニュートラルな製品・サービスへの変革等、

産業を取り巻く世の中の流れへの適応が、事業継続の前提となっていきます。 

【目的】 

区内事業者や技術力の承継・継続と新規創業者数の増加および産業トレンドへの対応の促

進によって、競争力を向上させながら区内産業を維持する。 

【概要】 

事業承継につながる情報の把握・連携の促進や、社外の人材や区外の人材等広い範囲を

視野に入れた後継者マッチング等、新たな情報や人材を活用した事業承継支援や新規創業

支援を行っていきます。 

また、DXやカーボンニュートラル等、今後、区内事業者が事業を実施していくうえで前提と

なるような世の中の流れへ対応するだけではなく、新たな技術を使いこなすための導入支援

を行っていきます。 

 

 

 

【背景】 

頻繁な技術革新によって市場環境が大きく変化している中、一つの事業だけでは事業者の

長期的・持続的な成長が難しくなっています。そのため、主力事業の継続的な成長だけではな

く常に新たな事業の立ち上げ・拡大に挑戦し、事業の多角化を図っていく必要があります。ま

た、国内で人口減少が進む中、事業を成長させるためには、国内外問わず新たな顧客の確保

も必要となります。 

【目的】 

積極的な利益拡大を望む事業者の成長を加速させる。 

【概要】 

積極的な利益拡大を望む成長意欲の高い事業者に対して、海外市場も視野に入れた販路

の拡大や、M&A等を通じた非連続な事業の拡大、新技術・データを活用した業態転換等の

支援を行っていきます。 

 

 

戦略３：「新しい稼ぎ方」への転換支援 

施策５）産業の潮流を捉えた事業継続・事業承継・新規創業支援 

施策６）事業者の成長を加速させる業態転換・事業拡大支援 
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【背景】 

多くの産業で、製品・サービスの機能や品質に差が無くなり価格競争が進む中で、付加価

値の高い分野で新たな需要を生み出すためには、社会課題解決を起点としたイノベーション

の創出と、革新的な技術を持つスタートアップを確保・育成する必要があります。また、高い技

術力を持つ区内事業者の多さや、都心へのアクセスがよく、都心に比べ地価の安い板橋区

は、今後多くのスタートアップを呼び込むことが出来る可能性があります。 

【目的】 

板橋区のイノベーション・エコシステムの成長を促進する存在として、「板橋重点イノベーシ

ョン分野」を主要な事業領域とするスタートアップを確保・育成していく。 

【概要】 

地域・規模を問わない事業者間のネットワーク構築や社会実装の機会等を活用し、創業初

期から事業化までに課題を抱えるスタートアップを主な対象とした、販路獲得支援や知財活

用支援等に取り組んでいきます。また、区内事業者との連携や区内での事業実施に関心のあ

るスタートアップは立地場所を問わずエコシステムの成長を促進する存在として重視します。 

 

 

 

【背景】 

イノベーションの創出を持続させるためには産・官・学・金・スタートアップのエコシステム形

成が必要となります。板橋区では、区内事業者同士の連携に加え、これまで出会う機会のなか

った新たな事業者とのつながりや密な連携機会の提供によって、イノベーションを生む関係性

へと進化させていく必要があります。 

  また、区の強みである光学は多くの成長分野に活用できる基盤技術であり、この強みを活

用することで、「板橋重点イノベーション分野」を中心とした区内における多くの産業領域での

イノベーション創出が可能であると考えています。 

【目的】 

大企業・中堅企業を巻き込んだ事業者間ネットワークを形成し、「板橋重点イノベーション分

野」を中心とした多くの産業領域で、持続的にイノベーションを創出していく。 

【概要】 

産業のインフラとしての新たな連携機会の提供や、ヘルステック・スペーステック・ドローンテ

ック等光学の強みが活きる「板橋重点イノベーション分野」を中心に、板橋区が物理学発祥の

地という歴史的価値や技術力を活かした産・官・学・金連携によるディープテックの推進や区

内での研究・開発フィールドの提供等を行っていきます。 

施策７） 「板橋重点イノベーション分野」を中心とした 

イノベーション創出をリードするスタートアップの育成 

戦略４：イノベーション・エコシステム形成によるイノベーション創出 

施策８）「板橋重点イノベーション分野」を中心とした 

多領域での連続したイノベーション創出支援 
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【背景】 

多くの産業で製品・サービスの機能や品質に差が無くなり価格競争が進む中で、付加価値

を高めるためのブランディングの必要性は増しています。板橋区産業がさらなる付加価値の

向上を実現するには、商業や農業等の業種ごとのブランドの強化を推し進めるだけではなく、

板橋区産業全体でのブランドの確立が必要です。 

【目的】 

板橋産業ブランドの付加価値を高めて「板橋区産」・「板橋区発」であることを製品・サービ

スの販売拡大につなげ、「板橋区産」・「板橋区発」製品・サービスの開発を促進する。 

【概要】 

これまでの各業種における固有のブランドの強化と板橋区産業ブランドの整理・確立を行い

ます。 

 

 

 

【背景】 

販路の拡大やイノベーションにつながる区内外の事業者の連携を促すには、区内事業者・

区内産業が区内外に幅広く知られることが不可欠です。一方、情報発信は成果が表れるまで

に時間と費用がかかるため、個々の事業者が行う情報発信には限界があります。 

【目的】 

区内産業の認知度を高め、新しいイノベーションを起こそうとする意欲のある区外事業者

や団体をイノベーション・エコシステムに巻き込むことで新規ビジネスの獲得につなげる。 

【概要】 

意欲のある区内事業者の認知度が高まる機会の提供やイノベーション創出事例の発信等、

板橋産業ブランドを掲げた、積極的な情報発信や他地域との交流を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略５：情報発信・ブランディングによる区外事業者の誘引 

施策 10）イノベーション・エコシステムの形成・拡大につながる産業情報の発信 

施策９）付加価値の高い板橋産業ブランドの構築 
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【背景】 

板橋区は工業・商業・農業を中心として伝統ある産業が根付いていますが、居住者の移り

変わりや産業に触れる機会の減少により、新たに転入してきた区民や子どもを中心として区民

の産業への理解が薄れていっている状態にあります。一方、高い技術力を持つ工業、生活と

の接点の多い商業、都内で貴重な農地を持つ農業と、多様な産業が根付く板橋区は、産業へ

の誇りを生み出しやすい環境にあります。 

【目的】 

子どもが産業に興味を持つきっかけの創出や、産業ブランドの区民への浸透によって、区民

も産業振興に関わっているという当事者意識を生み、産業振興につながるアクションを促進

する。 

【概要】 

イノベーションによって生み出した技術の区内への実装や、工業・商業・農業での連携等を

通じて、生活と産業との接点になる魅力的な体験機会を提供することで、区民の区内産業へ

の共感を生み出していきます。 

 

 

 

【背景】 

親世代において区内産業に触れる機会が減少していることから、次世代を担う区民となる

区内児童・生徒も同様に、区内産業の理解や愛着が育ちにくい状況です。これにより、将来の

区内産業を担う人材の不足につながる可能性があります。 

【目的】 

区内事業者への就職や区内での起業を志す区民・子どもを増やす。 

【概要】 

産・官・学・金連携の強化や産業支援施設の高度化、社会実装の推進の中で生まれる産業

と触れ合う機会や、幅広い職業に触れられる機会および実践的なビジネスの経験機会を提供

することにより、児童の産業への興味・関心を喚起する次世代教育や、中学生から大学生を対

象にした実践的な起業家育成まで幅広く取り組み、短期・長期両面での、次世代教育を行っ

ていきます。また、板橋区産業との関係性が深い理工系機関との関係強化等によって理系人

材を育成します。 

 

 

 

戦略６：次世代を中心とした区民と産業の距離を縮めるインナーブランディング 

施策 11）区民が区内産業に共感する体験機会の創出 

施策 12）将来の区内産業を担う子ども・学生を育てる次世代教育 
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【背景】 

多くの領域で持続的にイノベーションを生み出すには、生み出した新たな製品・サービスを

生活で利用できるようにするための社会実装の場を整備し、事業化のスピードを速める必要

があります。また、区内の各地域で再開発が進み、新たな実証・実装フィールドを生み出しや

すい環境にあります。 

【目的】 

社会実証から社会実装までを一貫して行える環境を整え、イノベーション創出のスピードを

速め、新産業の創出と集積を促進する。 

【概要】 

光学に関わる成長分野を中心とした領域で必要となる実証フィールドの整備や、規制緩和

等による他の実証フィールドとの差別化に取り組みます。また、生み出した技術・製品の実装フ

ィールドの整備や社会受容性の向上支援も行います。 

 

 

 

【背景】 

区内事業者、特に BtoB事業者にとって、販路を区内だけではなく区外へ広げていくことが

必要となります。一方で、区内事業者の技術・製品が区内に実装されることは、区民生活の質

の向上につながり、区民が区内産業の価値や社会へ与える影響の大きさに気づくきっかけと

なります。 

【目的】 

生み出したイノベーションの区内への実装を促進することで、産業の成長と区民生活の利

便性の向上の連動を図る。 

【概要】 

創出したイノベーションと整備された実証フィールド・実装フィールドを活用し、区内の社会

課題（ニーズ）と区内事業者の技術力（シーズ）が合致する領域を見定めます。また、「地域貢

献活動に留まらず着実な経済利益につながる」、「人材の定着やブランディングにつながる」と

いった区内事業者へのメリットと、「区内の生活課題が解決される」、「区内産業への誇りが生

まれる」といった区民へのメリットがもたらされる社会実装の仕組みを構築します。 

 

 

 

 

戦略７：社会実装を通じた体感機会の創出 

施策 13）イノベーションを高速化するための社会実証・実装フィールドの整備 

施策 14）事業者と区民に利益をもたらす社会実装の仕組の構築 
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【背景】 

板橋区には、ものづくり研究開発連携センターや企業活性化センター等の産業支援施設が

あります。個別事業者への支援に加えて、７つの戦略を実行していくためには、産業支援施設

における新たな機能の整備や、新たな事業者の利用促進が必要になります。 

【目的】 

工業専用地域の機能を維持し、産業支援施設をイノベーション・エコシステムが循環・拡大

していくためのハブとして機能させる。 

【概要】 

７つの戦略の実行に必要な区の産業振興の拠点として伴走支援の入り口となる機能、事業

拡大・販路拡大を支援する機能、スタートアップの育成やイノベーションを創出する機能、区

外から事業者を誘引するための情報発信・ブランディング機能、区民が産業に触れられる場

の提供等によるインナーブランディング機能等を備えた産業支援施設を整備していきます。 

 そのために、すでにある産業支援施設だけではなく「（仮称）産業ミュージアム」等の新たな施

設の活用を図ります。また、整備した施設を運用しながら機能の見直しを続けます。 

 ものづくり企業が集積する工業専用地域においては、立地状況の把握や立地企業のニーズ

調査等、企業誘致等の立地促進までを視野に入れた工業専用地域の機能維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略横断 

施策 15）戦略的な産業支援施設の整備と工業専用地域の機能維持 
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４ 各業種の方向性 

 

（１）業種間の連携の方向性 

工業が中核でありつつ、工業・商業・農業と多様な産業が集積する板橋区においては、産業

全体の競争力強化と、区民生活と産業の接点を増やすことを目的に、工業の集積・拡大を起

点とした工業・商業・農業の連携を促進していきます。 
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展開イメージ（例） 

 

 

今後の区内商業においては、EC（電子商取引）需要への対応と実店舗での高い体験価値

の提供が求められるようになり、商業が持つ人と人がつながる交流の場としての活用機会が

広がっていきます。一方、今後の区内工業では、光学を中心とした成長分野としてドローンを

注力領域と捉えており、また、印刷・同関連業においては特殊印刷等の新技術への注力およ

び絵本領域への注力を進めます。 

 そこで、例えば、ドローンを活用した店舗からの自動配送等を行うことによる EC需要への

対応や、特殊印刷技術を活用した広告等による実店舗への集客および絵本産業を活用した

異業種間のブランディングの強化を行うことで、商業の競争力強化と、工業の区内での顧客

獲得や区民への理解浸透につなげます。 

 

 

 

今後の区内農業においては、区民の生活の潤いとなることを第一に、他地域では体験でき

ない農を通じたにぎわい機会の提供や農に触れる区民のすそ野拡大をめざしていきます。一

方、今後の区内工業では、光学を中心とした成長分野としてヘルスケア・ドローンを注力領域

として考えています。 

そこで、例えば、農作業を補助するスマート農業技術と健康改善に資するヘルスケア技術を

活用した、幅広い区民を交えたコミュニティファームの運営や、収穫体験以外に子供が農と触

れ合う機会として栽培状況をデータで確認するドローン利用体験のサービス提供等で、農業

のにぎわい創出力の強化と、工業の区内での顧客獲得や区民への理解浸透につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業×商業の方向性：ドローンや絵本産業等を活用した販路・集客力の強化 

工業×農業の方向性：ヘルスケア・ドローン等を活用したにぎわい創出力の強化 
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（２）工業の方向性 

 

 

東京 23区内で上位の工業集積を誇り、都内陸部随一の工業専用地域を持つ板橋区にお

いて、工業は区内産業の中核を担う存在として、印刷・同関連業、光学・精密機器産業、食料

品製造業や鉄鋼業、化学工業等、区が強みを持つ製造業の集積を維持しつつ、地場産業で

ある光学・精密機器産業や印刷・同関連業を中心にイノベーション創出の起点となり新産業を

創出していきます。 

 また、区の強みである充実した交通網や物流拠点をこれまで以上に活用し、工業全体での

競争力強化をめざします。 

 

 

様々な製造業で製造品出荷額等が都内上位を占める工業都市として、親族外継承等、こ

れまでよりも広い範囲を視野に入れた事業承継や新規創業の促進による事業所数減少の抑

制と、事業者の意欲に応じた支援や高い技術力の継承により、工業全体での集積を維持しま

す。特に、工業専用地域における企業誘致等の立地促進を強化し、工業集積の拡大を図りま

す。 

（注力施策）施策２、施策５、施策 15 

 

 

都内屈指の工業都市として、高い技術力を活かし、地場産業である光学・精密機器産業や

印刷・同関連業を中心に、商業・農業等、区内他産業との連携をけん引し、多領域でイノベー

ションを創出していく起点となります。 

（注力施策）施策８ 

 

 

都内と都外をつなぐ結節点に位置し、主に新河岸・高島平エリアに大型倉庫やトラックター

ミナル、ドローンフィールドを併設した都内最大級の物流拠点が集積することの強みを活か

し、ドローン産業の集積・発展による陸空連携や、共同配送や新技術の導入によって、低コスト

で使いやすい新たな物流網の構築等を進め、板橋区工業の競争力強化をめざします。 

（注力施策）施策６、施策７ 

 

 

 

 

 

 

板橋区工業の方向性 

 

方向性１：工業都市として発展を続けるための工業集積の維持・拡大 

 

方向性２：区内のイノベーション創出のけん引 

 

方向性３：新たな物流網の構築による産業の成長 
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高い技術力を誇る事業者が多数存在し、「光学の板橋」として区内を代表する産業となって

いる光学・精密機器産業は、国内のトップ産業をめざし区内産業の成長をけん引することを目

的に、技術力を活かした成長分野でのイノベーション創出や、国内外のネットワークの強化に

よる競争力の向上および区内の看板としてさらなるブランドの強化に取り組みます。 

 

 

光学技術を活用した成長分野かつ、区内での社会実装を推進できる可能性の大きいヘル

ステック・ドローンテックを中心に、世界に誇る技術力の成長につながるスペーステックや、光

学・精密機器産業の技術を用いて製造されるハードを必要とする AI 領域等を含めた、区内

でのイノベーション創出に取り組み、光学を核とした新産業の集積を進めます。 

（注力施策）施策７、施策８ 

 

 

光学を軸とした事業者・大学・研究機関等の団体との国内外のネットワークを基盤に、事業

において協働しやすい関係性の強化と、これまでつながることができていなかった新たなプレ

イヤーとのネットワークを構築していきます。 

（注力施策）施策８ 

 

 

「日本物理学界の中心的な場所」というストーリーと、世界に誇る光学技術を以って、板橋

区産業の看板として、産業集積・発展につながるブランドの強化、積極的な情報発信を行って

いきます。 

（注力施策）施策９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区光学・精密機器産業の方向性 

 

方向性１：ヘルステック・ドローンテックを中心とした成長分野でのイノベーション創出 

 

方向性２：国内外の広域ネットワークの強化 

 

方向性３：区内の看板としてのブランド強化 
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長い歴史と高い技術力を持ち光学・精密機器産業と並ぶ地場産業でありつつ、需要の減少

が他産業より急速に進んでいる印刷・同関連業は、地場産業としての伝統を守りつつ変革の

モデルとなることをめざし、新技術への注力やソリューションビジネスへの転換といった変革

と、比較的紙需要が維持されている絵本領域での産業成長を通じた技術・伝統の維持を両立

させます。 

 

 

紙需要の急速な減少へ対応し印刷・同関連業を維持していくべく、特殊印刷・専門印刷等

の新技術への注力による競争力の維持と、印刷・同関連業で培ってきた知見を活用した製造

業からサービス業への事業拡大を推進する支援を行っていきます。 

（注力施策）施策６、施策８ 

 

 

 

著名な絵本が板橋区から全国へ届けられていることの発信や、クリエイターとの連携の促

進および海外展開の促進等、「絵本のまち板橋」ブランドと連動した取組によって絵本に関連

する事業者が集積する絵本産業を区内に創出し、世界に誇る印刷・製本技術の維持・発展と

稼ぐ力の強化につなげます。 

（注力施策）施策５、施策６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区印刷・同関連業の方向性 

 

方向性１：新技術への注力やソリューションビジネスへの転換 

 

方向性２：「絵本のまち板橋」ブランドと連動した絵本産業の創出による 

高い技術力の維持・発展と稼ぐ力の強化 
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（３）商業の方向性 

 

 

区内の各地に多くの商店街が存在し、地域住民の生活に根付いてきた歴史を持つ一方、居

住者の移り変わりやデジタル化の進展により、集客力の低下が懸念される板橋区商業では、

商店街の組織力強化や個店の魅力強化および商店街・個店・大型店舗等の垣根を超えた事

業者間の連携の推進により、次世代区民・通勤者等の新たな消費者の獲得をめざします。 

 生活に根付く商業の魅力を高めることで、商業圏が生活における目的地になり、まちへの愛

着や誇りを生むことにつなげます。 

 

 

長い歴史を持ち、地域住民の生活拠点である商店街を維持・発展させるために、今後の経

営の基盤となる DXへの対応強化や個々の経営力強化、にぎわい創出や集客力の強化とい

った取組を、商店街全体で主体的に推進していくための組織力の強化に取り組みます。 

（注力施策）施策５、施策 11 

 

 

消費者のニーズを捉えた商品開発や PRおよび工業・農業と連携したイベント等により個

店の魅力が高まり、新たな人をまちに呼び込む集客の起点となるよう、個店の集客力と経営力

の強化を行います。 

（注力施策）施策５、施策８ 

 

 

規模や形態が異なる商店街、個店、大型店舗は、それぞれが抱える顧客接点や強みが異な

ります。同じ商業圏の中で連携して、それらの顧客接点を互いに活用することで、地元住民だ

けではなく、通勤者や移住者、次世代区民等、新しい消費者を獲得していきます。 

（注力施策）施策５、施策６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区商業の方向性 

方向性１：継続した商店街の組織力強化 

 

方向性２：個店の集客力と経営力の強化 

 

方向性３：商店街・個店・大型店舗等の垣根を超えた連携の促進 
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（４）農業の方向性 

 

 

東京 23区内で貴重な農地を保有することの強みを活かし、板橋ならではの新たな農の価

値創造により、区民生活に彩りと豊かさをもたらすことを第一に、継続した農地保全と農家の

維持・育成に取り組みつつ、区内農地でも活用できるスマート農業技術の導入や新たな農地

の活用による農との触れ合い機会の創出、育成した農業人材の活躍の場を広げる中で都市

農業への挑戦を後押ししていきます。 

 

 

これまでの取組を継続し、東京 23区内で貴重な農地の保全と、農家の減少に歯止めをか

けるとともに、農業人材の育成に努めます。地産地消の取組やにぎわいイベントでのサービス

提供等、育成した農業人材の活躍の場を広げていきます。 

（注力施策）施策３ 

 

 

スマート農業技術や、公園や緑道の一部への新たな農地の活用等により、区内の児童・生

徒を中心にしつつ、幅広い年代の区民が農業と触れ合う機会を増やし、農業に触れる区民の

すそ野を拡大していきます。 

（注力施策）施策 11、施策 12 

 

 

小規模かつ多品種少量生産が主流である区内の農地でも実現できるスマート農業の実践

や、気候変動等に対応した農業技術の活用等、都市農業への挑戦を後押しします。さらに、板

橋ならではの農業ブランドの確立、農業と観光周遊事業の連携等の新たな農の価値の創造を

めざします。 

（注力施策）施策４、施策６、施策８ 

  

板橋区農業の方向性 

 

方向性１：継続した農地保全と農業人材の育成 

 

方向性２：新たな「農との触れ合い機会」の創出 

 

方向性３：都市農業への挑戦 
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コラム：板橋区産業発展のストーリー 

 
 

   

現在につながる産業集積・発展の歴史 

都内有数の工業都市である板橋区。現在につながるその産業集積は、明治時代に日本初の

近代的な火薬製造所が設置されたことから始まりました。板橋火薬製造所の拡大に伴い周辺に

多数の軍需工場群が形成され、戦後軍需産業が民生転用される流れの中で周辺に中小企業が

集積し、製造業の一大発展につながりました。 

板橋区産業発展の中心地に整備される（仮称）産業ミュージアム 

板橋区のものづくりの原点であり、産業の発展や先進的な科学技術研究等の 

有形・無形の創造の軌跡が刻まれている場所に（仮称）産業ミュージアムが整備

されます 

 

産業ミュージアムとして整備される旧理化学研究所板橋分所 

物理試験室 爆薬理学試験室 

史跡公園の整備イメージ 

製造業の集積の契機となった、加賀一丁目に位置する「陸軍板橋火薬製造所跡」は平成 29

年に国史跡に指定されました。現在、当史跡が有する歴史的な価値を守りつつ、地域の中で愛

される「板橋区史跡公園（仮称）」の整備を進めています。 

この火薬製造所跡地には、陸軍時代に建設され戦後も理化学研究所が使い続けた旧理化学

研究所板橋分所の建造物が残っています。同建造物が持つ文化的価値と歴史的ストーリーを

背景とした区産業の歴史と先進性を区内外に発信し、板橋の産業ブランドの向上を図っていくこ

とを目的として、（仮称）産業ミュージアム（以下「産業ミュージアム」）の整備を進めています。 

昭和 38 年頃の志村工業地帯 
「陸軍造兵廠火工廠絵はがき」 

火工廠板橋火薬製造所 

≪提供：北区立中央図書館≫ 
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これからの産業発展において産業ミュージアムが果たす役割 

産業ミュージアムは、6つのテーマに基づく様々な事業展開によって将来像の実

現に貢献し、板橋区らしい新たな産業発展のストーリーを生んでいきます 

産業ミュージアムについてのより詳細な情報は「（仮称）産業ミュージアム基本

構想・基本計画」をご確認ください。（URL 確定後挿入） 



第４章 2035年に向けた産業振興 

 

 

 

 

 

 

  

第５章 

「板橋区産業振興構想 2035」の 

推進体制 

１ 本構想の達成度合いの測定方法 

２ 成果の評価・推進体制 
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５ 「板橋区産業振興構想 2035」の推進体制 

真に産業振興につながる板橋区独自の成果指標を設定し、

時代の変化を迅速に反映できる評価・見直しを行います 

本構想の達成度合いの

測定方法 

本構想の達成状況を評価するための最重要成果指標（KGI）と

重要成果指標（KPI）を設定します。成果指標の設定において

は、区の産業振興施策の成果が反映される、目標値の達成が産業

の発展につながる、区と事業者が共に目標値の達成に向けて取り

組めることを重要視し、板橋区独自の指標を設定します。 

成果の評価・推進体制 区の産業全体を俯瞰して、戦略・施策のさらなる加速や見直し

等ができる評価・推進体制を組成します。評価・推進体制では、

成果指標の達成状況に加えて、区内産業の現状と変化する世の潮

流を踏まえた戦略・施策のあり方を検討し、スピード感をもった

事業計画への反映および効果的な事業の実行を促進します。 
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１ 本構想の達成度合いの測定方法 

 

（１）成果指標と目標値の設定における考え方 

10年間の長期構想である本構想の将来像を実現するためには、定期的に達成状況を可

視化し、各施策の見直しを行っていくことが不可欠です。そのため、本構想の達成状況を評価

するための最重要成果指標（以下「KGI」という。）と、KGIを達成するための中間指標である

重要成果指標（以下「KPI」という。）を設定します。 

 KGI・KPIを設定するうえで、区として大事にすべき観点を以下のとおり整理しました。こ

れらの観点を踏まえて、板橋区独自の指標を設定します。なお、独自の指標を用いるため、本

構想の策定時には目標値は設定せず、調査結果を踏まえて設定します。 
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（２）設定する成果指標 

 

 

 

 

 

①成果指標の全体像 
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成果指標：KGI 

本構想における最上位の成果指標である KGIは、将来像に対して設定します。 

 

将来像 新たな発見に出会える、ブランド創造都市 

KGI ブランド創造都市の実現度 

 

KGIは、2035年の将来像である「新たな発見に出会える、ブランド創造都市」の実現度と

します。具体的には、「将来像を実現する柱」の成果を”いたばし産業が持つ力（ちから）”とし、

３つの柱に紐づくそれぞれの力（ちから）の高まり度合いを定量化して、KGIの達成状況を測

定します。 

区の戦略・施策が区内産業の成長に寄与しているかを、これまで定量化できていなかった

価値を含めて測定することで、区内事業者と共に将来像の実現をめざします。 

 

   

②成果指標の概要 



第５章 産業振興構想の推進体制 

 

 

  

55 

 

成果指標：KPI 

KPIは、「将来像実現の柱」に紐づく各戦略と各業種の方向性を踏まえて設定します。 

 

 

 

 

 

（関連）戦略 1「区内産業を支える産業連携体制の充実」 

区の産業集積を支える区内事業者の存在を産業基盤と捉えています。そのため、時代の変

化を乗り越えて、会社や事業を継続し続けるための経営基盤を維持・強化している区内事業

者の割合を測ります。 

区では、産業支援体制の構築により、区内事業者が抱える経営課題の特定・解決の支援を

通じて、経営基盤の維持・強化に寄与します。 

 

 

 

（関連）戦略 2「事業者の成長を推進する次代を担う人づくり」 

長期的な人口減少が避けられない中、いかに一人ひとりの生産性を高めるかが区内事業

者の成長において重要です。そのため、イノベーション創出を進める中核人材や、性別や年齢

を問わない多様な人材が充足している区内事業者の割合を測ります。 

区では、新たな人材の確保や中核人材の育成機会の提供を通じて、区内事業者の人材確

保・充足に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像実現の柱①：時代の変化を乗り越える産業基盤の強化 

実現の柱 

KPI①：経営基盤を維持・強化している区内事業者の割合 

 

KPI②：多様な人材・中核人材が充足している区内事業者の割合 
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（関連）戦略 3「「新しい稼ぎ方」への転換支援」 

区内産業をより成長・発展させるためには、成長志向の区内事業者の存在が重要です。そ

のため、時代の変化を乗り越えるだけでなく、変化の活用やイノベーション等により競争力が

向上している区内事業者の割合を測ります。 

区では、成長意欲に応じた事業者の挑戦を後押しする支援を通じて、区内事業者の競争力

向上に寄与します。    

 

 

 

（関連）戦略 4「イノベーション・エコシステム形成によるイノベーション創出」 

区内産業をより成長・発展させるためには、「板橋重点イノベーション分野」を原動力とした

イノベーションを活性化させることが重要です。そのため、同分野における活動に参画して、イ

ノベーションを創発・実装している区内事業者の割合を測ります。 

区では、スタートアップの確保・育成を含めて、事業者間のネットワークを強化する支援を通

じて、イノベーションの創発・実装に寄与します。 

 

 

 

 

（関連）戦略 5「情報発信・ブランディングによる区外事業者の誘引」 

区内産業をより成長・発展させるためには、区外から新たな人・事業者・団体等を呼び込

み、新たな出会い・つながりを創出することが重要です。そのため、ブランド確立を通じて新規

ビジネス・人材確保の機会を獲得できている区内事業者の割合を測ります。 

区では、区内産業に係る区外への積極的な情報発信や他地域との交流機会の提供を通じ

て、新たな出会いの機会の創出に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

将来像実現の柱②：イノベーションを起点とした成長志向の産業育成 

実現の柱 

KPI③：競争力が向上している区内事業者の割合 

 

KPI④：イノベーションを創発・実装している区内事業者の割合 

 

KPI⑤：ブランド確立を通じて新規ビジネス・人材確保の機会を獲得できている 

区内事業者の割合 
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（関連）業種間の連携の方向性 

工業・商業・農業の方向性において、板橋区産業全体でのブランドを踏まえた業種ごとのブ

ランド強化を掲げています。そのため、世界に誇る技術力を持つ板橋区工業、生活に根付き愛

される板橋区商業、生活に潤いと豊かさをもたらす板橋区農業と、それぞれの”板橋区ならで

は”の魅力が、区内外のひと・事業者・団体に実感を持って広がっているかを測ります。 

区では、板橋区全体および各産業ブランドのリブランディングや、魅力や価値を届ける活動

等の支援を通じて、ブランドの実感向上に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI⑥：板橋区工業・商業・農業ブランドを実感している区内外のひと・事業者・ 

団体の割合 
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（関連）戦略６「次世代を中心とした区民と区内産業の距離を縮めるインナーブランディング」 

将来にわたって板橋区の産業を成長させるためには、次世代人材となる子どもたちの関わ

り・存在が重要です。そのため、区の産業に愛着を有し、将来は区の産業に関わりたいと考え

ている子どもたちの割合を図ります。 

区では、区内産業に共感する原体験となるにぎわい機会や次世代教育を通じて、区の産業

への愛着醸成や、将来関わってみたいと考える子どもたちの増加に寄与します。 

    

 

 

 

 

（関連）戦略７「社会実装を通じた体感機会の創出」、業種間の連携の方向性 

  工業・商業・農業の方向性において、各産業が連携してイノベーションを生み、競争力を高

め、区民へ板橋区産業の魅力を伝えることを掲げています。そのため、世界に誇る技術力を持

つ板橋区工業、生活に根付き愛される板橋区商業、生活に潤いと豊かさをもたらす板橋区農

業と、各産業によって区民生活の質を向上させていると感じている区民の割合を測ります。 

区では、新たな製品・サービスを生活で利用できるようにするための社会実証・社会実装フ

ィールドの整備や仕組の構築を通じて、区民生活の質の向上への実感に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像実現の柱③：産業の成長と区民生活の融和 

実現の柱 

KPI⑦：区の産業に愛着を有し将来は区の産業に関わりたいと考えている 

子どもたちの割合 

 

KPI⑧：板橋区工業・商業・農業によって区民生活の質を向上させていると感じている

区民の割合 
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（３）成果指標の測定方法 

本構想で定める KGI・KPIに板橋区独自の指標を用いるため、独自調査により成果を測

定します。まず、調査にもとづき各指標に対する現状値を把握したうえで、目標値を設定しま

す。目標値の設定後、定期的に調査を実施し、達成状況を把握します。ただし、区内産業の現

状と、めまぐるしく変化する社会経済情勢にあわせて、目標値は定期的に見直します。 

なお、本構想の成果を区内事業者と区民の皆様が実感できる機会を、調査と合わせて創出

していきます。  

 

成果指標：KGIの測定 

各 KPIの達成割合をもとに、「将来像を実現する柱」の成果を”いたばし産業が持つ力（ち

から）”として指数化します。各柱の指数を総合指数化した数値を「ブランド創造都市の実現

度」として、KGIの達成状況を測定します。   

 

成果指標：KPIの測定 

KPIを測定するために、独自調査を年次で実施します。主には、区の事業を利用する区内

事業者、「板橋重点イノベーション分野」で形成するコミュニティに属する区内外の事業者、

「いたばし産業見本市」等に出展・来場する事業者や区民を対象とします。 

 

KGI・KPI以外の測定 

本構想の期間は 10年間であり、その間、社会経済情勢や世の潮流の変化が想定されま

す。そのため、以下をはじめとする多様な分析により、区の戦略・施策の有効性を測定します。 

⚫ 各戦略・施策によって創出された区内事業者の経済効果（売上・付加価値・設備投資・資

金調達・雇用創出等） 

⚫ 板橋区工業全体の成長を支える工業専用地域における工業事業者の集積割合 等 
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２ 成果の評価・推進体制 

 

（１）成果の評価・推進体制 

区の産業全体を俯瞰して、戦略・施策のさらなる加速や見直し等ができる評価・推進体制を

組成します。評価・推進体制の組成は、施策１「産業振興施策の評価・推進体制の構築」にて取

り組みます。 

KGI・KPIの達成状況に加えて、区内産業の現状と、めまぐるしく変化する社会経済情勢

や世の潮流を踏まえて、戦略・施策のあり方を検討します。検討を踏まえて、スピード感をもっ

て事業計画に反映し、柔軟かつ機動的に、より効果的に事業を実行していきます。 

なお、各成果指標の調査結果と本構想で見直した内容は定期的に公表し、区内外の事業

者・団体・ひとと共に将来像の実現をめざします。 

 

評価・推進体制の主な構成員          評価・見直しサイクル 
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コラム：検討会・こどもワークショップの様子 

検討会を通じて、区内事業者の皆様と意見交換を重ねてきました。また、板橋区の産業の未 

来に対する子どもたちの想いやアイデアを話し合ってもらいました。区内事業者や次世代の声 

によって、「板橋区産業振興構想 20３5」を策定してきた様子の一部をご紹介します。 

 

（１）製造・建設業検討会および商業・サービス業等検討会 

 

 

  

製造・建設業検討会 

◼ 開催日 

第１回：2024年 10月 17日（木） 

第２回：2024年 1１月 1８日（月） 

第３回：202５年 1月２０日（月） 

第４回：202５年５月 1２日（木） 

第５回：202５年１０月３１日（金） 

第６回：202６年１月 XX日（X） 

◼ 参加者 

区内 製造業・建設業・運輸業 等 １０社

（詳細はXXページ参照） 

 

商業・サービス業等検討会 

◼ 開催日 

第１回：2024年 10月 18日（金） 

第２回：2024年 1１月 18日（金） 

第３回：202５年 1月２３日（木） 

第４回：202５年５月 1２日（月） 

第５回：202５年 10月３１日（金） 

第６回：2026年 1月XX日（X） 

◼ 参加者 

区内 小売業・サービス業 等 ６社 

（詳細はXXページ参照） 

第５回検討会は板橋ドローンフィールドにて、製造・建設業検討会と商業・サービス業等検討会の 

合同で実施。ドローンの実演・操作体験も行い、活発な意見交換を行いました 
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（２）検討会に参加して 

  

 

写真左から           （敬称略） 

◼ 株式会社ルケオ 代表取締役社長  

𠮷村 健太郎 

◼ ブルーイノベーション株式会社  

代表取締役社長 熊田 貴之 

◼ 有限会社山中電気 兼  

ハッピーロード大山商店街副理事長  

山中 浩司 

◼ 有限会社若松屋酒店  

小林 健太 

⚫ これまで区の産業振興構想を知る機会がなかった。区がどのような考えで産業振

興へ取り組んでいるかを知ることができ、また、素晴らしい経営者の方との繋がり

を持ちながら活発な意見交換ができ大変有意義であった。 

⚫ 本構想には、新たな施策を打ち出していこうとする斬新さを感じている。新たな取

組を区内に閉じずに対外的な情報発信やブランディングと並行して進めることで、

単発の取組ではなくムーブメントを起こしていきたい。 

⚫ かつては商店街と大型店舗が対立する時代もあったが、これからは同じ課題を持

つ仲間として連携して地域を活性化していこう、という意見交換が出来たことが

印象的であった。より共存共栄に向けた取組を進めたい。 

⚫ 店舗経営におけるリアルな課題感を赤裸々にお話ししたが、受け入れて頂き、ど

のようにして地域に人を呼び込むかという共通課題に対して思いを一つに意見交

換が出来た。 

⚫ 本構想は出来上がって終わりではなく、時代の変化に合わせて磨き上げていくこ

とが重要。地域に根付いた企業として、区内産業の発展に貢献していきたい。 

⚫ これからは人への投資がより重要になるため、人が育つ土壌が区内にできると良

いと考えている。また、魅力的なコンテンツをブランドとして昇華し、「板橋区」自

体がブランドとなることを目指し、自社と区で共に将来像を実現していきたい。 

⚫ 区が後押しして、先進技術を活用しながら社会課題の解決を図れば、自然と人

が集まるまちへと変わっていく。区から提案される様々な取組に対して積極的に

協力していきたい。 

⚫ 最新技術を活用し業務の効率化を図ることが、お客様へのサービスの質の向上

に繋がり、成果指標の 1つとして掲げる「区民生活の質の向上」に直結する。地

域産業の活性化につながる幅広い取組へ参画していきたい。 

産業振興構想に対して込めた想い・期待と今後の区の産業振興への関わり方 

検討会に参加しての所感・印象に残っていること 
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（３）いたばし子どもワークショップ 

 

子どもたちの意見 

 

 

  

◼ 開催日：令和７年７月２９日（火）13：30～17：００ 

◼ 子ども参加者：小学４年生～高校生の１４名 

◼ 区参加者：産業振興課、教育総務課、新しい学校づくり課、地区整備課 

◼ 概要：産業振興課から子どもたちへ区内産業についてのプレゼンテーションを実施後、

「板橋区の産業の魅力を知ってもらうためには」をテーマに子どもたちと意見交換およ

び子どもたちから発表を行いました。 

 

板橋区の産業の好きなところ（一部抜粋） 

● 幅広い産業がある  ● アプリでイベントの配信・告知を行っている 

● 電車内広告を行っている 

板橋区の産業の良くしたいところ（一部抜粋） 

● 知っている企業が板橋区内にあると分からない 

● 情報発信が不足している 

板橋区の産業の魅力を知ってもらうために必要なこと 

● SNS等を活用し、年齢別にターゲットを定めた情報発信 

● 産業見本市の浸透  ●子どもが参加しやすいイベントの開催 

産業の魅力づくりにつながる声がたくさん 

子どもたちは活発な様子 

子どもたちの声を本構想にも反映しています！ 
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１ 用語説明 

 用語 用語の意味 

1 
イノベーション/オープ 

ンイノベーション 

イノベーションとは、ものや力の新たな結合を意味し、具体的には 

新たな製品の開発、新たな生産方法の導入、新たな市場の開拓、 

新たな資源の獲得、組織の改革などが該当する。 

オープンイノベーションとは、企業が自社のみで解決できない課題 

に対して他企業・他団体と協働しながらイノベーションによる課題解 

決を行うこと。 

2 
インナーブランディン 

グ/リブランディング 

インナーブランディングとは一般的に企業がそのブランド価値や理

念、文化を社内の従業員に浸透させるための取組を指すが、本構

想においては、区が持つ理念や価値観、めざすべき地域のビジョン

を、地域内の住民や企業に向けて浸透させる取り組みを指す。 

リブランディングは、既存のブランドを再構築し、新しいイメージや価

値を創造するプロセスを指す。 

3 中堅企業 

中小企業を除く、従業員数 2,000人以下の企業を指す。 

規模拡大に伴い経営の高度化や商圏の拡大・事業の多角化と 

いったビジネスの拡大が見られることが特徴。 

4 
ヘルスケア/ 

ヘルステック 

ヘルスケアとは、健康の維持や増進、病気の予防、診断、治療、リハ 

ビリテーションに関わるすべてのサービス、製品、技術、活動を指 

す。ヘルステックとは、ヘルスケアとテクノロジーを掛け合わせた造 

語であり、オンライン診療からロボット手術まで、ヘルスケアに関連 

するテクノロジー全般を指す。 

5 
ドローン/ 

ドローンテック 

ドローンとは、無人航空機の一種であり、一般的に複数のプロペラ 

を持つマルチコプターを指す。ドローンテックとは、ドローンとテクノ 

ロジーを掛け合わせた造語であり、ドローンを制御するソフトウェア 

からドローンを通じて取得したデータの利活用まで、ドローンに関連 

するテクノロジー全般を指す。 

6 事業承継/M&A 

事業承継とは、経営権を後継者に引き継ぐこと。引き継ぐ先によって 

親族内承継、従業員承継、社外への承継がある。 

M&A とは、「Mergers and Acquisitions」の略称であり、 

企業・事業の買収の総称。社外への承継手段として用いられる。 
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 用語 用語の意味 

7 スタートアップ 
創業間もない、新しい技術やビジネスモデルを有し、 

急成長をめざす企業。 

8 
イノベーション・ 

エコシステム 

大学・研究機関、スタートアップ、事業会社、ベンチャーキャピタル・ 

金融機関が相互につながり、協力関係を保ちながら継続的にイノベ 

ーションを創出するネットワーク。 

9 工業専用地域 

都市計画法に基づく用途地域の一つで、工業活動を集中的に行う 

ために指定された区域。住宅や商業施設の建設が制限されており、 

工場や製造施設の設置が中心となる。 

10 板橋のいっぴん 

身近な商店・商店街に関心を持ち板橋への愛着を深めて頂くため 

の取組であり、地元で愛されているお惣菜・お菓子・お酒などを区民 

から募集し、公募委員などによる選定委員会の審査を経て区が認 

定している。 

11 いたばし Pay 

板橋区商店街振興組合連合会・板橋区商店街連合会が運営する、 

板橋区の未来のためのデジタル地域通貨。板橋区内の消費活動・ 

経済循環を促進させるとともに、行政ポイントの活用やアプリを通じ 

た情報配信などによる、地域住民・事業者間のつながりを推進する 

ことを目指している。 

12 いたばし産業見本市 

板橋区がハブとなり、「ものづくりの板橋」ならではの新たな出会い 

や発見に繋がることを目的とした取り組みであり、1997年にスター 

トし、今年で 29回目を迎える城北地区最大級の産業の祭典。 

13 板橋オプトフォーラム 

研究者・技術者・企業の組織を超えた連携を強化・拡大し、今後も 

成長が期待される光学産業のイノベーションを加速することを目的 

とした、光学と精密機器分野における研究者・技術者の団体と企業 

が一堂に会するフォーラム。 

14 AI 

「Artificial Intelligence（人工知能）」の略であり、人間の思考 

プロセスと同じような形で動作するコンピュータープログラム、 

コンピューター上で知的判断を下せるシステム等。 

15 医工連携 

医学・医療分野と工学・技術分野が連携することで、医療技術の 

革新や医療サービスの向上をめざす取り組みです。この連携は、 

医療現場のニーズと技術的な解決策を組み合わせることで、新しい 

医療機器の開発、診断技術の向上、治療方法の革新などを実現 

することを目的としている。 
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 用語 用語の意味 

16 絵本のまち板橋 

絵本を通じた文化振興、産業振興、観光振興また教育活動などで 

あり、また、それらを分野横断的につなぐ取組。 

持続可能な地域の発展に向けて、美術館を起点とするイタリア・ 

ボローニャ市とのつながり、多数の海外絵本を有する中央図書館 

（いたばしボローニャ絵本館）、印刷・製本産業が多く立地する特徴 

に着目し、これを区の独自性と位置づけ、「絵本のまち板橋」を区の 

ブランドとして展開、推進している。 

17 産・官・学・金 

各者が持つ資源や知識・技術を効果的に活用し新たな価値を創 

出することを目的として、産業（企業）、官（政府や自治体）、学（大学 

や研究機関）、金（金融機関）が連携して、地域や社会の課題解決や 

経済発展をめざす協力体制。 

18 ローカル・ゼブラ企業 

地域の社会課題解決の担い手となり、事業を通じて地域課題解決 

を図り、域内企業等と協業しながら、新たな価値創造や技術の活用 

等により、社会的インパクト（事業活動や投資によって生み出される 

社会的・環境的変化）を生み出しながら、収益を確保する企業。 

19 カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。2020年 10 

月、政府は 2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ 

にする、カーボンニュートラルをめざすことを宣言している。 

20 ソリューションビジネス 

顧客が抱える課題やニーズを解決するために、製品を単体で提供 

するのではなく、エンジニアリングやサービスと組み合わせて包括 

的な価値を提供するビジネスモデルを指します。例えば製造業に 

おいては、機械の販売だけでなく、IoT技術を活用した予防保全 

システムやデータ分析サービスを提供する等。 

21 スマート農業技術 

農作業の効率化、農作業における⾝体の負担の軽減、農業の経営 

管理の合理化による農業の⽣産性向上等を目的とした、ロボット、 

AI、IoT等の情報通信技術全般。 

22 
SWOT分析/ 

クロス SWOT分析 

SWOT分析は、自社の事業の状況等を、強み（Strengths）、弱み 

（Weaknesses）、機会（Opportunities）、脅威（Threats）の 4 

つの項目で整理して分析する方法。 

クロス SWOT分析は、SWOT分析で明らかになった 4項目をか 

け合わせ具体的な戦略を導き出す方法。 

23 IoT 

「Internet of Things」の略であり、これまでインターネット等の 

ネットワークに接続していなかった「モノ」に通信機能を持たせ、ネッ 

トワークに接続して動作させる技術。 
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 用語 用語の意味 

24 DX 

「デジタルトランスフォーメーション」の略であり、新たな価値を創出 

していくために、デジタル技術やツールを活用してビジネスモデルや 

企業文化の変革に取り組む。単にデジタル技術やツールを導入する 

ことではなく、企業経営の変革そのものを指す。 

25 知財 
「知的財産」の略であり、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物 

その他の人間の創造的活動により生み出されるもの。 

26 スペーステック 

宇宙（スペース）とテクノロジーを掛け合わせた造語であり、宇宙探 

査、人工衛星、ロケット開発、地球観測データ、宇宙通信など、宇宙 

に関連するテクノロジー全般を指す。 

27 ディープテック 

特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に 

基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や 

世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクト 

を与えられるような潜在力のあるテクノロジー技術を指す。 

28 BtoB 

「Business to Business」の略であり、企業間で行われる商取引 

やビジネス全般を指す。商品やサービスの提供が、消費者（個人）で 

はなく、法人や事業者を対象として行われることが特徴。 

29 
（仮称）産業ミュージア 

ム 

国史跡に指定されたである加賀一丁目に位置する「陸軍板橋火薬 

製造所跡」内にある建造物を活用した施設。 

これまで重ねられてきた歴史的価値とともに、板橋区が日本の産業 

や科学技術の発展に貢献してきた軌跡を学び、ふるさと板橋を愛す 

る心を育み、次世代を担う子どもたちや若者世代が区の産業や科 

学技術の発展につながる学びを通じて、夢を育む未来志向の創造 

の場となることを目指して整備を進めている。 
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２「板橋区産業振興構想 2025」の達成目標の算出方法 

 

（１）工業 

工業の基本目標である「受け継がれるものづくりの地盤と新たな価値の融合により、光輝く

板橋ブランドを確立する」ための達成目標として、以下 2つの達成目標を設定しています。 

 

達成目標① 製造品出荷額等の都区内順位・額（従業者数４人以上の事業所） 

目標概要 区工業の総合的な実力を見る指標であり、区のものづくり産業の集積

がその密度を維持し、活発な企業活動が行われていることを示す指標 

策定時状況 第１位 4,258億円（2014年・平成 26年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

第 1位維持 順位・額ともに策定時より下落 

2位 3,381億円 

10年後 

（令和７年時点） 

第 1位維持 順位・額ともに策定時より下落 

2位 4,056億円 

測定方法 ◼ 策定時・５年後：「東京の工業」より測定 

◼ １０年後：「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」より測定（「東京

の工業」の統計が２０２０年で終了となったため、類似統計を活用） 

 

達成目標② 製造業付加価値率（従業者数４人以上の事業所） 

目標概要 製造品出荷額等の中に占める付加価値の割合で、区内ものづくり企業

の製品・技術等にどれだけ価値がつけられたかを示す指標 

策定時状況 43.75%（2014年・平成 26年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

策定時より増加 策定時より減少 

39.77% 

10年後 

（令和７年時点） 

５年後から増加 ５年後より減少 

39.09% 

測定方法 ◼ 策定時・５年後：「東京の工業」より測定 

◼ 1０年後：「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」より測定（「東京

の工業」の統計が２０２０年で終了となったため、類似統計を活用） 

◼ 付加価値率＝付加価値額／製造品出荷額等として計算 
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（２）商業その他産業 

商業その他産業の基本目標である「商店街や個店の個性が光る活気あふれる商いの場を

実現する」ための達成目標として、以下 2つの達成目標を設定しています。 

 

達成目標③ １店舗（個店）当たりの売上額（中央値） 

目標概要 地域商業の主役である個店の売上の増加減少度合を見て、個店の力

や勢いを示す指標 

策定時状況 1,000万円（2012年・平成２４年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

策定時より増加 策定時より減少 

975万円 

10年後 

（令和７年時点） 

５年後から増加 ５年後より増加 

2,075万円 

測定方法 ◼ 板橋区独自調査により測定 

◼ 卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯

楽業の民営事業所を対象 

◼ 中央値は、全てのデータを小さい順に並べた時に中央に位置する値 

 

達成目標④ 商業・サービス業等事業所数 

目標概要 個店が大規模店舗等に飲み込まれることなく維持し、地域のきめ細か

いニーズに応えられているかどうかを示す指標 

策定時状況 8,529事業所（2014年・平成 26年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

維持 策定時より減少 

8,041事業所 

10年後 

（令和７年時点） 

維持 策定時より減少 

7,060事業所 

測定方法 ◼ 「経済センサス」より測定 

◼ 卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯

楽業の民営事業所を対象 
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（３）農業 

農業の基本目標である「活力ある農業と大地の恵みを未来へつなぎ、潤いある区民生活と都市

空間を創出する」ための達成目標として、以下 2つの達成目標を設定しています。 

 

達成目標⑤ 生産農家戸数に占める販売農家戸数の割合 

目標概要 農業を産業として捉え、 その活力度合を見る指標 

策定時状況 41%（2014年・平成２６年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

策定時より増加 策定時より減少 

35%（46戸/131戸） 

10年後 

（令和７年時点） 

５年後を維持 ５年後より増加 

42%（39戸/94戸） 

測定方法 ◼ 「板橋区農業経営実態調査」より測定 

 

達成目標⑥ 区民農園数・区画数 

目標概要 その数の増減を見ることで、多くの区民が農に触れる機会を確保すると

ともに農地の保全に寄与した度合いを見る指標 

策定時状況 39農園 2,212 区画（2015年・平成 27年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

策定時より増加 策定時より減少 

34農園 1,919区画 

10年後 

（令和７年時点） 

５年後を維持 ５年後より減少 

28農園 1,708区画 

測定方法 ◼ 板橋区独自調査により測定 
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（４）産業全般 

 

達成目標⑦ 創業比率 

目標概要 新たに創業し、または新たに開設した事業所数の全事業所に対する比

率を見ることで、全分野の区産業の新たな産業活動の活性度を示す

指標 

策定時状況 1.47%（2009年～2012年・平成 21年～平成 24年） 

達成状況 目標値 達成結果 

 5年後 

（令和２年時点） 

策定時より増加 策定時より増加 

4.41% 

10年後 

（令和７年時点） 

5年後から増加 策定時より増加 

5.12% 

測定方法 ◼ 「RESAS 地域経済分析システム」・「経済センサス」より測定 

◼ 創業比率＝一定の期間に新規開業した事業所数の年平均を、そ

の期間の初めに存在していた総事業所数で割った比率 
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３ 板橋区産業活性化基本条例 

平成 17年３月 14日東京都板橋区条例第９号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、板橋区における産業の活性化に関する基本的事項を定め、区内産業の持続

的な発展を促進することにより、区民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 事業者 区内で産業活動を営む個人及び法人をいう。 

(２) ものづくり産業 製造業及びこれに準じる業種をいう。 

(３) 地域資源 企業、研究機関、人材、自然、文化、歴史等区内にある産業活動に活用可能な資

源をいう。 

(４) 経営革新 新製品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、新たな経営管理方法の導入そ

の他の新たな事業活動を行うことにより、経営の向上を図ることをいう。 

（基本方針） 

第３条 産業活性化の基本方針は、次のとおりとする。 

(１) 事業者自らの創意工夫及び自律的な発展を促進すること。 

(２) 生活及び産業が調和したまちづくりを推進すること。 

(３) 地域資源を積極的に活用して新たな価値を創造すること。 

(４) 事業者を中心に、区民及び区が一体となって産業の活性化に努めること。 

（板橋区産業振興構想の策定） 

第４条 区は、前条の基本方針に基づき、将来における区内産業のあるべき姿を想定した板橋区産

業振興構想を策定する。 

（区の責務） 

第５条 区は、基本方針及び前条の構想に基づき、区内産業振興のための施策を実施するものと

する。 

２ 区は、前項の施策の実施に当たっては、国、東京都その他の地方公共団体との連携並びに産業

界、教育機関及び区民との協働に努めるものとする。 

（区の産業振興施策） 

第６条 区は、前条第１項の規定に基づき、区内産業の持続的な発展を図るため、次に掲げる施策

を推進する。 

(１) 創業及び新産業創出を促進する環境を整備すること。 

(２) ものづくり産業における、技能及び技術の向上、継承等ものづくりを継続できる基盤を整備す

ること。 

(３) 区民の交流の場として、地域コミュニティの中心的な役割を商店街が担うことができるまちづ

くりを進め、商店街の振興を図ること。 

(４) 観光資源を発掘し、地域における観光に関する情報を広く一般に提供する等観光に関する産
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業を活性化させること。 

(５) 都市における農業及び農地の持つ多面的な機能を考慮し、都市にふさわしい農業の振興を

図ること。 

(６) 中小企業の経営基盤の強化及び経営革新の促進を図ること。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、区民の良好な生活環境の維持に配慮し、事業の発展及び経営革新に努めるも

のとする。 

２ 事業者は、区、産業団体その他関係団体による区内産業振興のための施策に積極的に参加し、

協力するよう努めるものとする。 

３ 商店街において小売店等を営む事業者は、商店街の振興を図るため、商店会への加入等によ

り相互に協力するよう努めるものとする。 

４ 商店街において小売店等を営む事業者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施すると

きは、応分の負担等をすることにより、当該事業に協力するよう努めるものとする。 

（区民の理解と協力） 

第８条 区民は、産業の発展が、生活の向上及び地域の活性化に寄与することについて理解を深

め、区民生活と区内産業との調和の実現に向け、区内産業の発展に協力するよう努めるもの

とする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

この条例は、平成 17年４月１日から施行する。 
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４ 板橋区産業活性化推進会議設置要綱 

（平成１８年６月１日区長決定） 

 

（設置） 

第１条 板橋区産業活性化基本条例（平成１７年板橋区条例第９号）第４条に基づき策定する板橋

区産業振興構想（以下「構想」という。）について、産業界の自律的な活動を基本として、企業、産

業団体及び区等が連携して構想の速やかな実現を図るとともに、社会経済状況等の変化に応じ

た構想のあり方等について助言を得るため、板橋区産業活性化推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 

(1) 構想の策定に向けた指針の検討及び提案に関すること。 

(2) 構想における施策の具現化に関すること。 

(3) 構想の施策の進捗状況に応じた改善策等に関すること。 

（構成） 

第３条 推進会議は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する１３名以内の委員

で構成する。 

(1) 学識経験者 

(2) 産業関連団体の代表 

(3) 区民公募委員 

(4) 区職員 

(5) その他区長が適当と認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けたときは、その後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。 

３ 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものと

する。 

（会長等及び権限） 

第５条 推進会議に、会長及び副会長を各１名置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、推進会議の会務を統括する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（検討会の設置） 

第７条 推進会議は、特定の課題を専門的に調査・検討するために、検討会を設置することができ

る。 
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２ 検討会は、各々の検討会につき、会長が任命する委員１０名以内をもって構成し、委員の任期

は、任命の日から２年間とする。 

（庶務） 

第８条 推進会議及び検討会の庶務は、産業経済部産業振興課が処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営について必要な事項は、産業経済部長が定

める。 

 

付 則 

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱の一部改正は、平成２４年５月３１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年６月２４日から施行する。 
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５ 委員名簿 

 

板橋区産業活性化推進会議（第７期） 

 

 氏名 所属 備考 

１ 堀田 和彦 東京農業大学 国際食料情報学部 教授 会長 

２ 山田 敏之 大東文化大学 経営学部 経営学科 教授 副会長 

３ 原田 香奈子 
東京大学大学院 医学系研究科疾患生命工学センター 

医療材料・機器工学部門 准教授 
 

４ 大島 隆夫 板橋産業連合会 会長  

５ 齊藤 得彌 板橋区商店街連合会 会長代行  

６ 岩月 宏昌 東京商工会議所板橋支部 会長  

７ 木村 博之 JA東京あおば 板橋地区青壮年部 部長  

８ 大矢根 康隆 巣鴨信用金庫 常務理事  

９ 平松 有恒 区民公募委員  

10 百中 さおり 区民公募委員  

11 平岩 俊二 板橋区産業経済部 部長  

 ※第７期委員は令和５年３月 27日より 2年間委嘱  
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板橋区産業活性化推進会議（第８期） 

 

 氏名 所属 備考 

１ 山田 敏之 大東文化大学 経営学部 経営学科 教授 会長 

２ 原田 香奈子 
東京大学大学院 医学系研究科疾患生命工学センター 

医療材料・機器工学部門 教授 
副会長 

３ 中西 穂高 
帝京大学 先端総合研究機構 社会連携部門 

副機構長・産学連携推進センター長 
 

４ 豊城 勇一 板橋産業連合会 会長  

５ 岩月 宏昌 東京商工会議所板橋支部 会長  

６ 齊藤 得彌 板橋区商店街連合会 会長  

７ 大矢根 康隆 巣鴨信用金庫 常務理事  

８ 木村 博之 JA東京あおば板橋地区青壮年部 部長  

９ 梶山 祐美子 区民公募委員  

10 岡田 晴一郎 区民公募委員  

11 家田 彩子 板橋区産業経済部 部長  

 ※第８期委員は令和７年 3月２７日より 2年間委嘱 
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製造・建設業検討会 

 

 氏名 所属 備考 

１ 𠮷村 健太郎 株式会社ルケオ 代表取締役社長  

２ 清水 雄一郎 三興塗料株式会社 代表取締役  

３ 梅田 清 株式会社ソラリス 代表取締役 
～令和７年 

４月 

４ 市橋 徹 株式会社ソラリス 代表取締役 
令和７年 

５月～ 

５ 岩村 貴成 株式会社オフセット岩村 代表取締役  

６ 石田 太平 株式会社太陽油化 代表取締役社長  

７ 熊田 貴之 ブルーイノベーション株式会社 代表取締役社長  

８ 宮﨑 貴法 技研精機株式会社 代表取締役社長  

９ 佐々木 譲 日本カーボンマネジメント株式会社 代表取締役社長  

10 佐藤 勝也 明邦運輸株式会社 代表取締役  

11 中尾 美佐男 中尾建設工業株式会社 代表取締役社長  

12 家田 彩子 板橋区産業経済部 部長  
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商業・サービス業等検討会 

 

 氏名 所属 備考 

１ 盛山 由佳 社会福祉法人ひまわり福祉会 理事長  

２ 浅野 裕之 イオンリテール株式会社（イオンスタイル板橋） 店長  

３ 鈴木 資久 
イオンリテール株式会社（イオンスタイル板橋） 

ゼネラルマネージャー 
 

４ 小林 健太 有限会社若松屋酒店 代表取締役  

５ 山中 浩司 
ハッピーロード大山商店街 副理事長 

（有限会社山中電気） 
 

６ 有田 やもり コンパス造形教室 主幹  

７ 姫野 祐子 株式会社あっぷる 代表取締役  

８ 家田 彩子 板橋区産業経済部 部長  
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農業検討会 

 

 氏名 所属 備考 

１ 両角 正博 東京都 区部農業改良普及センター 所長 
～令和７年 

3月 

２ 小島 彰 東京都 区部農業改良普及センター 所長 
令和７年 

４月～ 

３ 相原 宏次 東京都 農業会議 事務局長  

４ 久保 秀一 東京あおば農業協同組合 組合長  

５ 山口 賢治 板橋区 農業委員会 会長  

６ 木内 俊直 板橋区 産業経済部赤塚支所長  
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６ 検討経過 

 

開催日時 会議名称 主な議題 

令和６年 

７月 22日 

令和６年度 

第１回板橋区産業活性化推進会議 

 板橋区産業振興事業計画

2025の進捗報告 

 次期産業振興構想策定 

方針、スケジュールの報告 

10月 17日 第１回製造・建設業検討会 
 区内産業の動向・課題感に係る

意見交換 

10月 18日 第１回商業・サービス業等検討会 
 区内産業の動向・課題感に係る

意見交換 

11月 18日 第２回製造・建設業検討会 

 板橋区産業振興構想 2035の

施策・各産業の方向性に係る意

見交換 

11月 18日 第２回商業・サービス業等検討会 

 板橋区産業振興構想 2035の

施策・各産業の方向性に係る意

見交換 

12月３日 第１回農業検討会 

 板橋区産業振興構想 2035 の

区内農業の方向性に係る意見交

換 

12月 16日 
令和６年度 

第２回板橋区産業活性化推進会議 

 板橋区産業振興構想 

2035策定状況の報告 

令和７年 

１月 20日 
第３回製造・建設業検討会 

 板橋区産業振興構想 2035の

業種別の方向性・業種間連携の

方向性に係る意見交換 

１月 23日 第３回商業・サービス業等検討会 

 板橋区産業振興構想 2035の

業種別の方向性・業種間連携の

方向性に係る意見交換 

2月７日 第 2回農業検討会 

 板橋区産業振興構想 2035の

区内農業の方向性・業種間連携

の方向性に係る意見交換 
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３月 10日 
令和６年度 

第３回板橋区産業活性化推進会議 

 板橋区産業振興構想 2035 

骨子案に係る議論 

 板橋区産業振興事業計画

2025の進捗状況の報告 

５月１２日 第４回製造・建設業検討会 
 板橋区産業振興構想 2035 

素案に係る意見交換 

５月１２日 第４回商業・サービス業等検討会 
 板橋区産業振興構想 2035 

素案に係る意見交換 

６月 11日 
令和７年度 

第１回板橋区産業活性化推進会議 

 板橋区産業振興構想 2035 

素案に係る議論 

 板橋区産業振興事業計画

2025の進捗状況の報告 

６月 27日 第３回農業検討会 
 板橋区産業振興構想 2035 

素案に係る意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


